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（別添２）

読替表（第２章８０関係）

読 替 後 読 替 前

第２章 市町村民税 第２章 市町村民税

第１０節 先物取引に係る雑所得等に係る課税 第１０節 先物取引に係る雑所得等に係る課税

８０ 当分の間、先物取引に係る雑所得等に係る所得割の額は、法附則第３５条の４ ８０ 当分の間、先物取引に係る雑所得等に係る所得割の額は、法附則第３５条の４

第４項の政令で定めるところにより計算した金額に係る先物取引に係る課税雑所得 第４項の政令で定めるところにより計算した金額に係る先物取引に係る課税雑所得

等の金額の１００分の３に相当する金額とされているが、同項の政令で定めるとこ 等の金額の１００分の３に相当する金額とされているが、同項の政令で定めるとこ

ろにより計算した金額とは、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によ ろにより計算した金額とは、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によ

り計算した先物取引に係る事業所得の金額 及び雑所得の金額の合 り計算した先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合

計額であること。 計額であること。

なお、この場合において次の諸点に留意すること。 なお、この場合において次の諸点に留意すること。

（１）先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、先物取引に係 （１）先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、先物取引に係

る所得の金額からは控除できるが、それ以外の他の所得の金額から控除できな る所得の金額からは控除できるが、それ以外の他の所得の金額から控除できな

いこととされ、また、先物取引に係る所得以外の所得の金額の計算上生じた損 いこととされ、また、先物取引に係る所得以外の所得の金額の計算上生じた損

失の金額は、先物取引に係る事業所得 及び雑所得の金額から控除で 失の金額は、先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額から控除で

きないことに留意すること。（法附則３５の４④・⑤Ⅱ） きないことに留意すること。（法附則３５の４④・⑤Ⅱ）

（２） 略 （２） 略


